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 標記の件について，３月１３日付けで中小企業信用保険法に基づく危機関連保証が発動

されるとともに，セーフティネット保証５号の指定業種が追加されましたので情報提供し

ます。今後は，同法第２条第５項及び同条第６項の規定により，呉市が対象中小企業者か

らの申請を受付け，認定事務を行います。 

 なお，本情報は，呉市のホームページ「新型コロナウイルスに関する情報」にも掲載し

ています。 

 

【危機関連保証について】 

１ 制度の概要 

  別紙１参照 

 

２ 指定期間 

  令和２年２月１日から令和３年１月３１日まで 

 

【セーフティネット保証５号認定について】 

１ 追加業種 

  ３１６業種 

 

２ 指定期間 

  令和２年３月１３日から３月３１日 

  ※４月以降，新たに対象業種が発表される予定 
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